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大阪広域環境施設組合 
 

 

測量・建設コンサルタント等に係る最低制限価格及び調査基準価格に

おける算定式について 
 

大阪広域環境施設組合では、測量・建設コンサルタント等の適正な履行の確保を図るた

め、地方自治法施行令に基づき、最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準

価格（以下「最低制限価格等」という。）を設定していますが、その範囲及び算定式につい

ては、次のとおりです。 

詳しくは、「測量・建設コンサルタント等に係る最低制限価格設定基準」、「測量・建

設コンサルタント等に係る低入札価格調査制度運用要領」をご覧ください。 
 

記 
 

１ 最低制限価格等の範囲 

 

業務区分 範 囲 

測量業務 予定価格算出基礎額×0.6～0.82×Ａ 

建設コンサル業務 

補償コンサル業務 
予定価格算出基礎額×0.6～0.81×Ａ 

地質調査業務 予定価格算出基礎額×３分の２～0.85×Ａ 

 

２ 最低制限価格等の算定式 

 

業務区分 項目 算  定  式 

測量業務 

① 

＋ 

② 

＋ 

③ 

直接測量費の額 

＋ 

測量調査費の額           ×Ａ 

＋ 

諸経費の額の50％ 

建設コン

サル業務 

（建築） 

① 

＋ 

② 

＋ 

③ 

＋ 

④ 

直接人件費の額 

             ＋ 

特別経費の額 

＋                            ×Ａ 

技術料等経費の額の60％ 

＋ 

諸経費の額の60％ 

建設コン

サル業務 

（土木） 

① 

＋ 

② 

＋ 

③ 

＋ 

④ 

直接人件費の額 

             ＋ 

直接経費の額 

＋                            ×Ａ 

その他原価の額の90％ 

＋ 

一般管理費等の額の50％ 



地質調査 

業務 

① 

＋ 

② 

＋ 

③ 

＋ 

④ 

直接調査費の額 

＋ 

間接調査費の額の90％ 

                     ＋                 ×Ａ 

解析等調査業務費の80％ 

＋ 

諸経費の額の50％ 

補償コン

サル業務 

① 

＋ 

② 

＋ 

③ 

＋ 

④ 

直接人件費の額 

            ＋ 

直接経費の額 

                     ＋         ×Ａ 

その他原価の額の90％ 

            ＋ 

一般管理費の額の50％ 

 

注）Ａは、10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で、10,000分の１刻みで機械が

無作為に選んだ係数を乗じた係数である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


